
愛知県困難な問題を抱える女性支援事業実施要綱 

 

１ アウトリーチ・居場所づくり事業 

（１）目的 

公的機関と民間団体が密接に連携し、様々な困難を抱える女性に対するア

ウトリーチから居場所の確保、公的機関や施設への「つなぎ」を含めたアプ

ローチを実施することにより、県内における行政と民間が連携した女性の自

立支援の充実を図ることを目的とする。 

 

（２）補助事業対象者 

年間を通じて困難な問題を抱える女性への支援を行う非営利法人（社会福

祉法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、一般社団法人等）であって、次

に掲げる要件を満たす者とする。 

なお、法人格を有しない団体であっても、知事が適当と認める場合には、対

象者として認めることがある。 

要件１ 前年度末の時点で３年以上継続して困難な問題を抱える女性への

支援を行っている団体であること。 

要件２ 会計帳簿が適切に作成・保存されていること。 

要件３ 政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の

もとにある団体でないこと。 

 

（３）支援対象者 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法第 52 号）

第２条第１項に定める困難な問題を抱える女性であって、県が本事業の対象

とすることを適当と認めた者（以下「困難な問題を抱える女性」という。） 

 

（４）事業内容及び実施方法 

補助事業者は、以下の①、②及び③の事業を行うことを必須とし、④及び⑤

の事業を行うことは任意とする。 

なお、①、②の事業について、他の委託や補助を受けて実施している既存事

業等を活用して実施する場合は、必須の条件を満たすものとして取り扱うこ

ととする。 

また、①や②等の際に緊急的に福祉サービスが必要となった場合は、アウト

リーチ支援若しくはＳＮＳ等相談支援等の実施場所又は困難な問題を抱える

女性が居住する地域の市区町村に連絡すること。 

併せて、各事業実施の過程において、18 歳未満の対象者で親等からの虐待

を受けたと思われるなど要保護児童として把握した場合は、児童福祉法第 25

条の規定に基づき、福祉事務所又は児童相談所等に速やかに通告するものと

する。 

 



① アウトリーチ支援 

  困難な問題を抱える女性の被害の未然防止を図る観点から、深夜の繁華

街などを巡回し、家に帰れずにいる困難な問題を抱える女性に対する声掛

けや相談支援の実施や、ＩＣＴを活用したアウトリーチ支援を実施する。ま

た、出張相談など困難な問題を抱える女性の状況に応じた支援を行うとと

もに、必要に応じて関係機関や居場所等への同行支援を行う。 

 

② ＳＮＳ等相談支援 

困難な問題を抱える女性からの様々な悩みや直面する課題に対応するた

め、相談窓口を設置し、電話、メール、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス）等による相談や、必要に応じて面談を実施する。また、ア

ウトリーチ支援において声掛け、相談支援等を行った困難な問題を抱える

女性や、居場所を利用していた困難な問題を抱える女性からのその後の相

談に対応するとともに、必要に応じて面談を実施する。 

 

③ 関係機関連携会議への参画 

 困難な問題を抱える女性に対する支援の内容に関する協議、公的機関等

へのつなぎ方の協議や事例検証などを行うために県が開催する関係機関連

携会議（月１回程度開催予定）に参画する。 

 

④ 居場所の提供に関する支援 

    困難な問題を抱える女性の身体的・心理的な状態や家庭環境等により、一

時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断した場合は、居場所を提供

し、食事の提供など日常生活上の支援、不安や悩み等に対する相談支援を以

下により実施する。 

   ア 居場所の提供期間 

居場所の提供は一時的な保護（１日から２日程度）を原則とするが、

利用者の状態やその後の支援につなげるまでの間やむを得ず長期化する

場合は、女性相談支援センターに連絡の上、引き続き居場所での支援を

実施することができる。 

なお、保護が２週間を超える場合は、補助事業者は、⑤に定める自立

支援計画を策定しなければならない。 

   イ 居場所の提供体制 

     居場所の提供にあたっては、利用者の安全及び衛生の確保並びにプラ

イバシーの保護に配慮した設備を有し、夜間を含め、速やかに利用者と連

絡が取れる体制を確保すること。ただし、利用者が未成年者であって、夜

間における一時的な保護が必要な場合は、支援員による相談、見守りの体

制を確保すること。 

   ウ 利用者負担 

     支援が長期化する場合、食事の提供及び居住に要する費用その他日常



生活で通常必要となるものであって利用者に負担させることが適当と認

められる費用については、利用者に負担させることができる。 

     利用者に負担させることができる金額は、自立支援計画において明確

に定めることとし、あらかじめ利用者に知らせ、同意を得なければならな

い。また、当該金額は、利用者の経済状況等に十分配慮した金額としなけ

ればならない。なお、利用者に負担させた場合は、適正に会計処理を行う

とともに、これに関する諸帳簿（書面に代えて、当該書面に係る電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。）により行うことができる。）を整備しなければなら

ない。 

エ 留意事項 

（ア） 居場所を提供し支援を行う場合は、利用者本人の同意を得ること

とし、利用者が未成年者の場合は、親等親権者へ連絡した上で実施す

ることを原則とする。 

親等親権者への連絡に当たっては、必要に応じて児童相談所又は

弁護士に依頼するなど、親子関係等に十分配慮した上で実施するこ

と。ただし、親権者に連絡することにより、利用者の生命及び身体等

に危険が生じるおそれがある場合等は、児童相談所や女性相談支援

センター、警察等の関係機関と十分連携・協議した上で、利用者の安

全・安心の確保に最善の対応を決定し、実施すること。 

（イ） 性暴力被害や虐待等による心理的ケアや、感染症検査等が必要とな

る利用者については、医療機関と十分な連携を図った上で支援する

こと。 

（ウ） 居場所で支援した後、自立に向けて福祉サービスが必要な場合又は

既に福祉サービス（生活保護や障害者手帳の交付等）を利用している

者を居場所で支援した場合は、当該居場所の所在地又は利用者の居

住地の市区町村に連絡し、福祉サービスの継続利用又は必要な支援

につなげること。 

 

⑤ 自立支援 

累次にわたる相談支援を提供しつつ、一定期間、継続的な支援が必要と判

断される利用者や、居場所での支援が長期化する利用者については、自立支

援計画（様式第１）を作成し、自立に向けた以下の支援を実施する。なお、

自立支援計画の策定に当たっては、事前に利用者と話し合う等により、利用

者の意見が十分反映されるよう留意すること。 

ア 利用者の新たな居住地に関して、利用者に対し情報提供や助言を行い、

併せて関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る。 

イ 利用者が自立して生活するために、就業や就学についての情報提供や

助言を行い、ハローワークなど関係機関への同行支援及び連絡調整等を



図る。 

ウ 生活資金を確保するための福祉サービス（生活保護等）についての情報

提供や助言を行い、福祉事務所など関係機関への同行支援及び連絡調整

等を図る。 

エ 性暴力被害や虐待等による心理的ケアや感染症検査等が必要となる利

用者については、医療機関と十分な連携を図った上で支援すること。 

オ その他、利用者の自立に向けて必要な支援を行う。 

 

２ 民間シェルター入所者等自立支援推進事業 

（１）目的 

公的機関と民間団体が密接に連携し、配偶者からの暴力被害者等を支援す

る民間シェルター等の先進的な取組を促進することにより、県内における行

政と民間が連携した配偶者からの暴力被害者等への支援の充実を図ることを

目的とする。 

 

（２）補助事業対象者 

民間シェルター入所者等自立支援推進事業を行う非営利法人（社会福祉法

人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、一般社団法人等）であって、次に掲

げる要件１から要件４を満たす者とする。 

なお、法人格を有しない団体であっても、次に掲げる要件１から要件５を満

たし、知事が適当と認める場合には、対象者として認めることがある。 

要件１ 前年度末の時点で３年以上継続して困難な問題を抱える女性への支

援を行っている団体であること。 

要件２ 団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの執行部・責任者の

体制が明確であり、会計帳簿が適切に作成・保存されていること。 

要件３ 県内に事務所（活動拠点を含む。）又はシェルター施設（ＤＶ被害者

等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場（部屋）を有する施設又

はＤＶ被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活

再建を図るための施設（ステップハウス）をいう。以下同じ。）を有し、

その存在を、本県が確認できていること。 

要件４ 政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のも

とにある団体でないこと。 

要件５ 過去３年間で国、地方公共団体、独立行政法人から加害者プログラム

や保護の委託等を受けて適切に完遂した実績があること。 

 

（３）支援対象者 

ＤＶ被害者等（配偶者からの暴力被害者に加え、家庭関係の破綻、生活の困

窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要と

する状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等

を含む。）であって、シェルター等施設に入所している又は入所等していた女性 



 

（４）事業内容及び実施方法 

① 事業内容 

民間シェルター等の退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自

立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など、総合的かつ

中長期的な支援を行う。 

取組内容は、民間シェルター等の基本的な取組（電話・面接による事前の

相談支援、保護及び保護中の支援員による一般的な相談・支援）に加えて行

うものであって、その取組を実施することにより、地域におけるＤＶ被害者

等に対する支援が充実すると知事が認めるものとする。 

【取組例】 

（ア）被害者等に対する自立に向けた支援の実施 

・被害者等の状況に応じた効果的な心身回復及び自立支援プログラム

の導入 

・地域で自立に向けた生活再建を図るステップハウスでの支援 

・退所した被害者等が生活上の各種相談や心理的な安定を確保するた

めの居場所・交流会等の運営         等 

（イ）退所した被害者等に対する継続的なアウトリーチ支援の実施 

・退所後に必要な各種相談・手続に係る行政機関等の関係機関への同

行支援 

・退所した被害者等に対する家庭訪問による家族への一体的な相談支

援                     等 

② 留意事項 

   ア 過去に実施していない取組（新規事業）であること。ただし、既存の取

組であっても、全国的に見て特に先進的な取組の充実を図るものであれ

ば対象とすることがある。 

   イ 既存の取組の単純な拡充を内容とするものではないこと。なお、先進的

な新規事業の実施に伴い、一体的に実施する必要がある追加的な部分に

ついては一定の範囲内で対象とすることができる。 

   ウ 他の補助金を受けて実施することが可能な既存の事業内容ではないこ

と。 

 

３ ステップハウス提供事業 

（１）目的 

公的機関と民間団体が密接に連携し、様々な困難を抱える女性に対する相

談対応や、ステップハウスでの支援、地域での自立・定着、公的機関や施設

への「つなぎ」を含めたアプローチを実施することにより、県内における行

政と民間が連携した女性の自立支援の充実を図ることを目的とする。 

 

（２）補助事業対象者 



年間を通じて困難な問題を抱える女性への支援を行う非営利法人（社会福

祉法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、一般社団法人等）であって、次

に掲げる要件を満たす者とする。 

なお、法人格を有しない団体であっても、知事が適当と認める場合には、対

象者として認めることがある。 

要件１ 前年度末の時点で３年以上継続して困難な問題を抱える女性への

支援を行っている団体であること。 

要件２ 会計帳簿が適切に作成・保存されていること。 

要件３ 政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の

もとにある団体でないこと。 

 

（３）支援対象者 

困難な問題を抱える女性 

 

（４）事業内容及び実施方法 

補助事業者は、以下の①、②、③及び④の事業を行うことを必須とし、⑤の

事業を行うことは任意とする。 

なお、①の事業について、他の委託や補助を受けて実施している既存事業等

を活用して実施する場合は、必須の条件を満たすものとして取り扱うことと

する。 

また、①や②等の際に緊急的に福祉サービスが必要となった場合は、アウト

リーチ支援若しくは面談等の実施場所又は困難な問題を抱える女性が居住す

る地域の市区町村に連絡すること。 

併せて、各事業実施の過程において、18 歳未満の対象者で親等からの虐待

を受けたと思われるなど要保護児童として把握した場合は、児童福祉法第 25

条の規定に基づき、福祉事務所又は児童相談所等に速やかに通告するものと

する。 

 

① ＳＮＳ等相談支援 

困難な問題を抱える女性からの様々な悩みや直面する課題に対応するた

め、相談窓口を設置し、電話、メール、ＳＮＳ等による相談や、必要に応じ

て面談を実施する。また、アウトリーチ支援において声掛け、相談支援等を

行った困難な問題を抱える女性や、居場所を利用していた困難な問題を抱

える女性からのその後の相談に対応するとともに、必要に応じて面談を実

施する。 

 

② 自立支援 

累次にわたる相談支援を提供しつつ、一定期間、継続的な支援が必要と判

断される利用者や、居場所での支援が長期化する利用者については、自立支

援計画（様式第１）を作成し、自立に向けた以下の支援を実施する。なお、



自立支援計画の策定に当たっては、事前に利用者と話し合う等により、利用

者の意見が十分反映されるよう留意すること。 

ア 利用者の新たな居住地に関して、利用者に対し情報提供や助言を行い、

併せて関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る。 

イ 利用者が自立して生活するために、就業や就学についての情報提供や

助言を行い、ハローワークなど関係機関への同行支援及び連絡調整等を

図る。 

ウ 生活資金を確保するための福祉サービス（生活保護等）についての情報

提供や助言を行い、福祉事務所など関係機関への同行支援及び連絡調整

等を図る。 

エ 性暴力被害や虐待等による心理的ケアや感染症検査等が必要となる利

用者については、医療機関と十分な連携を図った上で支援すること。 

オ その他、利用者の自立に向けて必要な支援を行う。 

 

③ ステップハウス 

②の実施に際し、自立支援計画に基づき、生活再建や生活習慣の改善等

の生活支援や就労支援等を受けながら一定期間居住できる場所を提供する

支援を以下により実施する。 

ア ステップハウスの提供期間 

ステップハウスの提供は中期的な支援とするが、利用者の状態やその

後の支援につなげるまでの間やむを得ず長期化する場合は、女性相談支

援センターに連絡の上、引き続きステップハウスでの支援を実施するこ

とができることとする。 

イ ステップハウスの提供体制 

ステップハウスとして提供する住宅は、日常生活に支障がないよう必

要な設備を有するとともに、利用者の保健衛生及び安全について十分配

慮されたものとすること。 

ウ 利用者負担 

居住に要する費用その他日常生活で通常必要となるものであって利用

者に負担させることが適当と認められる費用については、利用者に負担

させることができるものとする。 

利用者に負担させることができる金額は、自立支援計画において明確

に定めることとし、あらかじめ利用者に知らせ、同意を得なければなら

ない。また、当該金額は、利用者の経済状況等に十分配慮した金額としな

ければならない。なお、利用者に負担させた場合は、適正に会計処理を行

うとともに、これに関する諸帳簿（書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うことができる。）を整備しなけれ

ばならない。 



エ 留意事項 

（ア） ステップハウスを提供し支援を行う場合は、利用者本人の同意を

得ることとし、利用者が未成年者の場合は、親等親権者へ連絡した上

で実施することを原則とする。 

親等親権者への連絡に当たっては、必要に応じて児童相談所又は弁

護士に依頼するなど、親子関係等に十分配慮した上で実施すること。

ただし、親権者に連絡することにより、利用者の生命及び身体等に危

険が生じるおそれがある場合等は、児童相談所や女性相談支援セン

ター、警察等の関係機関と十分連携・協議した上で、利用者の安全・

安心の確保に最善の対応を決定し、実施すること。また、事前に事業

の目的、実施期間、当該住宅における生活上の安全面についての留意

点や緊急時の連絡方法等について、利用者と十分話し合うこと。 

（イ） ステップハウスで支援した後、地域での自立に向けて福祉サービス

が必要な場合は、当該ステップハウスの所在地又は利用者の居住地

の市区町村が、利用者に提供する福祉サービスの実施機関として、必

要な支援を行うこと。 

（ウ） 既に福祉サービス（生活保護や障害者手帳の交付等）を利用してい

る者をステップハウスで支援した場合は、ステップハウスの所在地

の市区町村につないだ上で、当該市区町村が既福祉サービス提供市

区町村と必要な調整等を行うことにより、福祉サービスの利用が途

切れることのないよう留意すること。 

 

④ 関係機関連携会議への参画 

 困難な問題を抱える女性に対する支援の内容に関する協議、公的機関等

へのつなぎ方の協議や事例検証などを行うために県が開催する関係機関連

携会議（月１回程度開催予定）に参画する。 

 

⑤ アフターケア 

②又は③による支援を実施した者等に対して、地域で自立していくため

に、職員による相談、助言など、地域生活を定着させるための継続的な支

援を行う。 

【取組例】 

ア 電話相談 

イ 家庭訪問 

ウ 社会生活の場（地域活動の場、職場など）への同行等 

 

４ 補助事業者の遵守事項 

（１）活動記録の作成 

   補助事業者は、１及び２に掲げる事業を実施する際、支援の実施状況を確認

できるよう、日報（様式第２）及び支援対象者ごとのケース記録を作成する。



また、支援件数等の実績について実績件数等調書（様式第３－１、様式第３－

２、及び様式３－３）により報告を作成し、補助事業終了後に県に提出する。 

（２）支援に関する記録の保管及び開示 

   日報及びケース記録は補助事業終了後５年間保管するものとし、県が求め

る場合は開示しなければならない。 

（３）個人情報の取扱い 

効果的な支援の実施のため、支援対象者から事前に同意を得て、個人情報の

適切な管理に十分配慮した上で関係者間の情報の共有に努めるとともに、業

務上知り得た情報を漏らすことがないよう、個人情報の取扱いについて守秘

義務を遵守すること。 

ただし、支援対象者個人を特定できる情報の共有については、福祉サービス

の提供や当該支援対象者の生命・身体等に危険が生じる恐れがある場合等で

あって、関係機関の間で情報を共有した上で連携して支援を行うことが最善

と判断する場合に限るものとする。 

（４）安全の確保 

   事業者は、事業の実施に当たっては、支援対象者が安全で安心して支援を受

けることができる環境を整えなれければならない。 

 

５ 経費の補助 

   本事業に要する経費の一部について、県は予算の範囲内において別に定める

ところにより補助するものとする。 

   なお、他の国庫補助金や県補助金等の補助を受けて実施している場合は、本

事業の補助対象とならない。 

 

６ その他 

本事業の実施に関して必要な事項については、別途定める。 

 

附 則 

この要綱は、2024 年９月 19 日に施行し、2024 年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、2025 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、2026 年４月１日から施行する。 



様式第１ 　　　　　　　　年　　月　　日

自治体

担当者

連絡先

これまでの支援状況

【手帳取得状況】

本人との関係 氏名 年齢

作成年月日

団体名

自立支援の目標
（本人の望む暮らし）

心身の状況

氏名

自立支援計画

親
族
等

住所、関わり状況等

相談開始日

ふりがな

相談理由

【病名・症状・状態・入通院状況等】

【服薬状況】

支援内容

　　　　年　　月　　日
関係行政
機関等

生年月日（年齢） 　　　　　年　　月　　日（　歳）

No. 課題 （本人の意向を踏まえた）目標



様式第２ 

 

日 報 

 

団体名  

年月日      年  月  日 

 

１ 夜間見回り等 

実施場所  

実施内容  

件数（声掛けを行った人数等）  

特記事項  

 

２ 相談及び面談 

実施方法  

実施内容  

件数（相談支援を行った人数等）  

特記事項  

 

３ 居場所の提供 

実施場所（住所も記載）  

支援内容  

支援人数 

前日末人数  

入所人数  

退所人数  

当日末人数  

特記事項  

 

４ 自立支援 

支援項目 支援内容 人数 

同行支援   

自立支援プログラム   

 

 



様式第３－１

（１）事業実績内容

①アウトリーチ支援・ＳＮＳ等相談支援

ア）夜間見回りやＩＣＴを活用したアウトリーチ支援等の実施状況

イ）電話・メール・ＳＮＳ等相談支援の実施状況

　ⅰ相談人数（相談方法ごとに実人員を記載、（　）内のみ延べ人数も記載　※事業開始から年度末までの人数）

　ⅱ年齢別相談人数（実人員を記載　※事業開始から年度末までの人数）

　ⅲ関係機関との連携状況

　ⅳ広域連携の状況

②居場所の提供に関する支援

ア）宿泊を伴う保護人数

　ⅰ年齢別保護人数

　ⅱ保護した女性の属性・課題

（注）複数当てはまる場合は、重複して計上すること。

　ⅲ心理的ケア等の医療機関との連携

イ）関係機関との連携状況

ウ）未成年者への対応状況

③自立支援

ア）支援状況

イ）関係機関との連携状況

（２）対象経費の実支出額

アウトリーチ支援事業

合計

居場所の確保支援経費

自立支援経費

連携状況を具体的に記載
※公的機関につないだ件数等も記載

居住支援、就業支援、生活支援等、具体
的な支援内容を記載

事業内容 実支出額（円）

（人数）

支援した女性の人数、具体的な取組を記
載

属性・課題 貧困 DV（デートDV） 妊娠 依存症

連携状況を具体的に記載
※公的機関につないだ件数等も記載

弁護士の活用や警察、児相との連携等に
ついて具体的に記載

その他

属性・課題 居所なし 家出 自殺念慮 いじめ

（人数）

年齢別 18歳未満
18歳以上
20歳未満

20歳以上
25歳未満

25歳以上
30歳未満

30歳以上
40歳未満

相談人数
（短期）

団体名

その他 計

（アウトリーチ・居場所づくり事業）

相談人数

相談方法 電話 メール ＳＮＳ 面談 訪問

（　　）（　　）

支援回数、場所、支援対象者数、活動状
況を具体的に記載

活動状況を具体的に記載

40歳以上
50歳未満

50歳以上
60歳未満

相談人数

年齢別
18歳未満 18歳以上

20歳未満
20歳以上
25歳未満

25歳以上
30歳未満

30歳以上
40歳未満

60歳以上 不明 計

60歳以上 不明 計

短期 人

長期（2週間を超える場合） 人

連携状況を具体的に記載
※公的機関につないだ件数等も記載

広域対応した具体的な取組を記載

40歳以上
50歳未満

50歳以上
60歳未満

愛知県困難な問題を抱える女性支援事業費補助金　実績件数等調書

就労

孤独・孤立

ＳＮＳ相談支援

属性・課題 虐待 性暴力 AV出演強要 JKビジネス

相談人数
（長期）

（人数）



様式第３－２

団体名

【基本情報】

合計 人

常勤スタッフ 人

非常勤スタッフ 人

ボランティア 人

その他 人

人 世帯

室 （※シェルターとして利用する居室のみ）

【実施状況】

（延べ人数） （延べ人数）

合計 人 合計 人

女性 人 女性 人

男性 人 男性 人

同伴児童 人 同伴児童 人

日

１．施設名称

愛知県困難な問題を抱える女性支援事業費補助金　実績件数等調書

（民間シェルター入所者等自立支援推進事業）

７．利用者（入所者） ９．退所者

８．平均滞在日数

２．スタッフ数

３．定員（人数又は世帯数）

４．居室数

５．支援対象者

６．活動内容



様式第３－３

（１）事業実績内容

①ＳＮＳ等相談支援

○電話・メール・ＳＮＳ等相談支援の実施状況

　ⅰ相談人数（相談方法ごとに実人員を記載、（　）内のみ延べ人数も記載　※事業開始から年度末までの人数）

　ⅱ年齢別相談人数（実人員を記載　※事業開始から年度末までの人数）

　ⅲ関係機関との連携状況

　ⅳ広域連携の状況

②自立支援

ア）支援状況

イ）関係機関との連携状況

ア）年齢別利用者数・平均入居期間

イ）未成年者への対応状況

ウ）自立に向けた支援状況

エ）同伴児童の学習支援状況

④アフターケア

（２）対象経費の実支出額

③ステップハウス

平均入居期
間

アフターケア

合計

ＳＮＳ相談支援

自立支援経費

ステップハウス 0

　補習費

　ステップハウス（賃料等）

　資格取得費

　就職活動支援費

　就職支度費

事業内容 実支出額（円）

年齢別 18歳未満
18歳以上
20歳未満

20歳以上
25歳未満

25歳以上
30歳未満

30歳以上
40歳未満

40歳以上
50歳未満

50歳以上
60歳未満

弁護士の活用や警察、児相との連携等に
ついて具体的に記載

利用者数

資格取得支援、就職活動支援等、具体的
な支援内容を記載

通塾支援等、具体的な支援内容を記載

支援方法・支援経過を具体的に記載

支援結果を踏まえた結果報告を記載

相談人数

連携状況を具体的に記載
※公的機関につないだ件数等も記載

広域対応した具体的な取組を記載

居住支援、就業支援、生活支援等、具体
的な支援内容を記載

連携状況を具体的に記載
※公的機関につないだ件数等も記載

60歳以上 不明 計

愛知県困難な問題を抱える女性支援事業費補助金　実績件数等調書

（　　） （　　）

年齢別 18歳未満
18歳以上
20歳未満

20歳以上
25歳未満

25歳以上
30歳未満

30歳以上
40歳未満

相談人数

40歳以上
50歳未満

50歳以上
60歳未満

60歳以上 不明 計

（ステップハウス提供事業）

団体名

活動状況を具体的に記載

相談方法 電話 メール ＳＮＳ 面談 訪問 その他 計


